
労働基準法の基礎知識
労働基準法は、 正社員、 アルバイトなどの名称を問わず全ての労働者に

適用されるル ールです。 このリ ー フレットは、 労働基準法のポイントを
分かりやすくまとめたものです。

ポイント 1 労働条件の明示

労働者を採用するときは、 以下の労働条件を明示しなければなりません
（労働基準法第15条第 1項、 労働基準法施行規則第5 条）。

必ず明示しなければならないこと 定めをした場合に明示しなければ

ならないこと
原則、 書面（※）で交付しなければ

ならないこと

①契約期間に関すること
②期間の定めがある契約を更新する場合の

基準に関すること
③就業場所、従事する業務に関すること
④始業・終業時刻、休憩、休日などに関する

こと
⑤賃金の決定方法、 支払時期などに関する

こと
⑥退職に関すること（解雇の事由を含む）

⑦昇給に関すること

①退職手当に関すること
②賞与などに関すること
③食費、作業用品などの負担に関すること
④安全衛生に関すること
⑤職業訓練に関すること
⑥災害補償などに関すること
⑦表彰や制裁に関すること
⑧休職に関すること

（※）労働者が希望した場合は、 FAXやWebメ ール
サー ビス等の方法で明示することができます。
ただし、書面として出力できるものに限られます。

厚生労働省のホームペー ジに、モデル労働条件通知書が掲載されていますので
ご活用ください。

ポイント2 賃金

賃金は通貨で、 直接労働者に、 全額を、 毎月 1 回以上、 一定の期日を
定めて支払わなければなりません（労働基準法第24条）。 また、 労働者の
同意があっても最低賃金額を下回ることはできません（最低賃金法第4 条）。
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①通貨払い

②直接払い

③全額払い

④毎月 1 回払い

⑤ 一定期日払い

賃金は通貨で支払ラ必要があり、 現物支給は禁止されています。
労働者の同意などがあれば銀行振込も可能です。

労働者本人に直接支払ラ必要があります
（労働者の代理人や親権者等への支払いは不可）。

賃金は全額を支払ラ必要があります。所得税など法令に定めが
あるものや、 労使協定で定めたもの以外は控除できません。

毎月少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません
（賞与等は除く）。

「毎月15日」というように、 周期的に到来する支払期日を定めな
ければなりません（賞与等は除く）。

心最低賃金は都道府県ごとに定められています。








